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議案第１号 

 

平成２８年度鹿嶋市一般会計予算 

 

 平成２８年度鹿嶋市一般会計の予算は，次に定めるところによる｡ 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２６,３９８,０００千円と定める｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による｡ 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債務負

担行為」による。 

（地方債) 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還

の方法は，「第３表 地方債」による｡ 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，２,０００,０００千円と定める｡ 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のと

おりと定める。 

（１）各項に計上した給料，職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く｡）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

    

平成２８年２月２６日提出 

鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 市 税 10,892,883

 1 市 民 税 4,173,465

 2 固 定 資 産 税 5,789,361

 3 軽 自 動 車 税 135,600

 4 市 た ば こ 税 794,457

 2 地 方 譲 与 税 301,000

 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 76,000

 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 175,000

 3 特 別 と ん 譲 与 税 50,000

 3 利 子 割 交 付 金 11,000

 1 利 子 割 交 付 金 11,000

 4 配 当 割 交 付 金 45,000

 1 配 当 割 交 付 金 45,000

 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 25,000

 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 25,000

 6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,080,000

 1 地 方 消 費 税 交 付 金 1,080,000

 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 18,000

 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 18,000

 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 40,000

 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 40,000

 9 地 方 特 例 交 付 金 35,000



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 地 方 特 例 交 付 金 35,000

10 地 方 交 付 税 2,324,154

 1 地 方 交 付 税 2,324,154

11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 7,884

 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 7,884

12 分 担 金 及 び 負 担 金 296,835

 1 負 担 金 296,835

13 使 用 料 及 び 手 数 料 207,589

 1 使 用 料 140,712

 2 手 数 料 66,877

14 国 庫 支 出 金 3,619,231

 1 国 庫 負 担 金 2,918,601

 2 国 庫 補 助 金 680,922

 3 委 託 金 19,708

15 県 支 出 金 1,626,769

 1 県 負 担 金 1,020,802

 2 県 補 助 金 472,657

 3 委 託 金 133,310

16 財 産 収 入 16,173

 1 財 産 運 用 収 入 9,404

 2 財 産 売 払 収 入 6,769

17 寄 附 金 26,000
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（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 寄 附 金 26,000

18 繰 入 金 3,819,819

 1 特 別 会 計 繰 入 金 121

 2 基 金 繰 入 金 3,819,698

19 繰 越 金 150,000

 1 繰 越 金 150,000

20 諸 収 入 729,263

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 40,000

 2 市 預 金 利 子 400

 3 貸 付 金 元 利 収 入 65,490

 4 受 託 事 業 収 入 892

 5 雑 入 622,481

21 市 債 1,126,400

 1 市 債 1,126,400

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 26,398,000



（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 議 会 費 211,246

 1 議 会 費 211,246

 2 総 務 費 2,358,405

 1 総 務 管 理 費 1,732,794

 2 徴 税 費 385,892

 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 113,843

 4 選 挙 費 31,021

 5 統 計 調 査 費 92,596

 6 監 査 委 員 費 2,259

 3 民 生 費 9,006,775

 1 社 会 福 祉 費 3,986,755

 2 児 童 福 祉 費 3,846,050

 3 生 活 保 護 費 1,173,970

 4 衛 生 費 2,031,477

 1 保 健 衛 生 費 800,440

 2 清 掃 費 1,231,037

 5 労 働 費 863

 1 労 働 諸 費 863

 6 農 林 水 産 業 費 354,970

 1 農 業 費 342,303

 2 林 業 費 3,960

 3 水 産 業 費 8,707

- 5 -



- 6 -

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 7 商 工 費 177,484

 1 商 工 費 177,484

 8 土 木 費 5,864,924

 1 土 木 管 理 費 36,782

 2 道 路 橋 り ょ う 費 719,533

 3 都 市 計 画 費 4,521,504

 4 下 水 道 費 491,764

 5 住 宅 費 95,341

 9 消 防 費 992,730

 1 消 防 費 992,730

10 教 育 費 3,154,319

 1 教 育 総 務 費 411,855

 2 小 学 校 費 357,076

 3 中 学 校 費 496,060

 4 幼 稚 園 費 174,594

 5 社 会 教 育 費 776,430

 6 保 健 体 育 費 938,304

11 災 害 復 旧 費 314,000

 1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 4,000

 2 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 災 害 復 旧 費 310,000

12 公 債 費 1,768,798

 1 公 債 費 1,768,798



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

13 諸 支 出 金 112,009

 1 基 金 費 112,009

14 予 備 費 50,000

 1 予 備 費 50,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 26,398,000
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第２表　債務負担行為

(単位：千円)

事　　　　　　項 期　　　　　　間

　高等学校卒業者雇用奨励金（平成28年度） 平成29年度 2,400

限　　　　度　　　　額

　０１０２号線市道整備事業 平成29年度から　平成32年度まで 14,202



第３表　地方債
（単位：千円）

起　債　の　目　的　　 限　度　額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

防災施設整備事業 2,700

災害援護資金貸付事業 7,600

農業農村整備事業 13,500

道路整備事業 189,000

道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 19,800

区画道路整備事業 61,600

公園整備事業 10,400

公営住宅建設事業 21,200

消防施設整備事業 1,900

中学校施設整備事業 188,000

平成２３年度市場公募債借換債
（平成１８年度市場公募債借換債（給食センター整備事業））

20,664

社会教育施設等整備事業 127,900

平成２３年度市場公募債借換債
（大野まちづくりセンター整備事業）

35,336

ト伝の郷運動公園多目的球技場整備事業 5,100

北海浜多目的球技場整備事業 81,700

臨時財政対策債 340,000

計 1,126,400

　  普通貸借
　  　又は
　  証券発行
（他の地方公共
団体との共同発
行を含む）

　 4.0％以内

　ただし，利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて，利率の
見直しを行った
後においては，
当該見直し後の
利率

　政府資金については，そ
の融資条件により，銀行そ
の他の場合には，その債権
者と協定するものによる。
ただし，市財政の都合によ
り据置期間及び償還期限を
短縮し，又は繰上償還若し
くは低利に借換えすること
ができる。
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鹿 嶋 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

平 成 ２ ８ 年 度
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議案第２号 

 

平成２８年度鹿嶋市国民健康保険特別会計予算 

 

 平成２８年度鹿嶋市国民健康保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ９,９０２,８１１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１００,０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のと

おりと定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

   平成２８年２月２６日提出 

鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 国 民 健 康 保 険 税 1,999,572

 1 国 民 健 康 保 険 税 1,999,572

 2 一 部 負 担 金 2

 1 一 部 負 担 金 2

 3 使 用 料 及 び 手 数 料 1,400

 1 手 数 料 1,400

 4 国 庫 支 出 金 2,010,667

 1 国 庫 負 担 金 1,552,380

 2 国 庫 補 助 金 458,287

 5 療 養 給 付 費 等 交 付 金 229,559

 1 療 養 給 付 費 等 交 付 金 229,559

 6 前 期 高 齢 者 交 付 金 2,094,665

 1 前 期 高 齢 者 交 付 金 2,094,665

 7 県 支 出 金 475,255

 1 県 負 担 金 53,773

 2 県 補 助 金 421,482

 8 共 同 事 業 交 付 金 2,312,303

 1 共 同 事 業 交 付 金 2,312,303

 9 財 産 収 入 1

 1 財 産 運 用 収 入 1

10 繰 入 金 727,645

 1 他 会 計 繰 入 金 503,895



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 2 基 金 繰 入 金 223,750

11 繰 越 金 1

 1 繰 越 金 1

12 諸 収 入 51,741

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 35,003

 2 預 金 利 子 1

 3 受 託 事 業 収 入 1

 4 雑 入 16,736

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 9,902,811
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（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 総 務 費 47,286

 1 総 務 管 理 費 32,639

 2 徴 税 費 14,329

 3 運 営 協 議 会 費 318

 2 保 険 給 付 費 5,872,563

 1 療 養 諸 費 5,124,623

 2 高 額 療 養 諸 費 683,290

 3 移 送 費 200

 4 出 産 育 児 諸 費 56,700

 5 葬 祭 諸 費 7,750

 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,216,236

 1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,216,236

 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 614

 1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 614

 5 老 人 保 健 拠 出 金 43

 1 老 人 保 健 拠 出 金 43

 6 介 護 納 付 金 453,203

 1 介 護 納 付 金 453,203

 7 共 同 事 業 拠 出 金 2,237,475

 1 共 同 事 業 拠 出 金 2,237,475

 8 保 健 事 業 費 58,989

 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 50,920



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 2 保 健 事 業 費 8,069

 9 積 立 金 1

 1 基 金 積 立 金 1

10 諸 支 出 金 6,401

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 6,401

11 予 備 費 10,000

 1 予 備 費 10,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 9,902,811

- 15 -
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平 成 ２ ８ 年 度

鹿 嶋市後期 高齢者医 療 特別 会 計 予算
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議案第３号 

 

平成２８年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 平成２８年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５１１,１３１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

   平成２８年２月２６日提出 

鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 389,554

 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 389,554

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 120

 1 手 数 料 120

 3 繰 入 金 118,777

 1 一 般 会 計 繰 入 金 118,777

 4 繰 越 金 600

 1 繰 越 金 600

 5 諸 収 入 2,080

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 280

 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,800

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 511,131

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 509,211

 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 509,211

 2 諸 支 出 金 1,920

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,800

 2 繰 出 金 120

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 511,131



鹿 嶋 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平 成 ２ ８ 年 度
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議案第４号 

 

   平成２８年度鹿嶋市介護保険特別会計予算 

 

 平成２８年度鹿嶋市介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３,７５７,０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，５０,０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次の 

 とおりと定める。 

 （１) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

   平成２８年２月２６日提出 

鹿嶋市長 錦 織 孝 一      
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 保 険 料 1,023,535

 1 介 護 保 険 料 1,023,535

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 157

 1 手 数 料 157

 3 国 庫 支 出 金 713,632

 1 国 庫 負 担 金 614,937

 2 国 庫 補 助 金 98,695

 4 支 払 基 金 交 付 金 980,151

 1 支 払 基 金 交 付 金 980,151

 5 県 支 出 金 529,677

 1 県 負 担 金 510,139

 2 県 補 助 金 19,538

 6 財 産 収 入 83

 1 財 産 運 用 収 入 83

 7 繰 入 金 509,557

 1 一 般 会 計 繰 入 金 509,556

 2 基 金 繰 入 金 1

 8 繰 越 金 1

 1 繰 越 金 1

 9 諸 収 入 207

 1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 202

 2 預 金 利 子 1



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 3 雑 入 4

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 3,757,000

- 21 -
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（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 総 務 費 47,947

 1 総 務 管 理 費 6,135

 2 徴 収 費 4,852

 3 介 護 認 定 審 査 会 費 35,926

 4 趣 旨 普 及 費 1,034

 2 保 険 給 付 費 3,480,128

 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 3,011,154

 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 180,804

 3 そ の 他 諸 費 3,302

 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 62,904

 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 9,036

 6 特 別 給 付 費 18,360

 7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 194,568

 3 地 域 支 援 事 業 費 114,116

 1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 38,770

 2 包 括 的 支 援 事 業 75,346

 4 積 立 金 110,806

 1 基 金 積 立 金 110,806

 5 諸 支 出 金 1,003

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,002

 2 繰 出 金 1

 6 予 備 費 3,000



（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 予 備 費 3,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 3,757,000

- 23 -
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平 成 ２ ８ 年 度

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部

土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算
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議案第５号 

 

平成２８年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計予算 

 

  平成２８年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１１０,８７１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。  

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１００,０００千円と定める｡ 

 

 

   平成２８年２月２６日提出 

                                          鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 分 担 金 及 び 負 担 金 80,313

 1 負 担 金 80,313

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 2

 1 手 数 料 2

 3 財 産 収 入 1

 1 財 産 運 用 収 入 1

 4 繰 入 金 30,000

 1 他 会 計 繰 入 金 30,000

 5 繰 越 金 554

 1 繰 越 金 554

 6 諸 収 入 1

 1 雑 入 1

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 110,871



（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 都 市 計 画 費 109,703

 1 土 地 区 画 整 理 費 109,703

 2 公 債 費 167

 1 公 債 費 167

 3 諸 支 出 金 1

 1 基 金 費 1

 4 予 備 費 1,000

 1 予 備 費 1,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 110,871

- 27 -
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鹿 島 臨 海 都 市 計 画 下 水 道 事 業

平 成 ２ ８ 年 度

公 共 下 水 道 特 別 会 計 予 算
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議案第６号 

 

平成２８年度鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計予算 

 

平成２８年度鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１,６０１,０５４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債務負

担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還

の方法は，「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，４００,０００千円と定める。   

 

 

   平成２８年２月２６日提出 

                                                                          鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 分 担 金 及 び 負 担 金 13,989

 1 分 担 金 300

 2 負 担 金 13,689

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 533,916

 1 使 用 料 532,760

 2 手 数 料 1,156

 3 国 庫 支 出 金 180,000

 1 国 庫 補 助 金 180,000

 4 県 支 出 金 300

 1 県 補 助 金 300

 5 財 産 収 入 39

 1 財 産 運 用 収 入 39

 6 繰 入 金 463,000

 1 他 会 計 繰 入 金 463,000

 7 繰 越 金 809

 1 繰 越 金 809

 8 諸 収 入 1

 1 雑 入 1

 9 市 債 409,000

 1 市 債 409,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 1,601,054



（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 総 務 費 103,451

 1 総 務 管 理 費 103,451

 2 下 水 道 費 869,299

 1 下 水 道 費 869,299

 3 公 債 費 623,304

 1 公 債 費 623,304

 4 予 備 費 5,000

 1 予 備 費 5,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 1,601,054

- 31 -
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第２表　債務負担行為

(単位：千円)

事　　　　　　項 期　　　　　　間

　 下水汚泥処分委託 平成29年度から　平成30年度まで 111,780

限　　　　度　　　　額



第３表　地方債
（単位：千円）

起　債　の　目　的　　 限　度　額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

公共下水道整備事業 379,000

下水道資本費平準化債 30,000

計 409,000

    普通貸借
 　 　又は
 　 証券発行

　　　　 　4.0％以内

　ただし，利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て，利率の見直しを行った
後においては，当該見直し
後の利率

　政府資金については，その融資条件
により，銀行その他の場合には，その債
権者と協定するものによる。ただし，市
財政の都合により据置期間及び償還期
限を短縮し，又は繰上償還若しくは低
利に借換えすることができる。

- 33 -
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平 成 ２ ８ 年 度

鹿 嶋 市 農 業 集 落 排 水 特 別 会 計 予 算
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議案第７号 

 

平成２８年度鹿嶋市農業集落排水特別会計予算 

 

 平成２８年度鹿嶋市農業集落排水特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ７０,４７５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。  

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，３０,０００千円と定める。 

 

 

      平成２８年２月２６日提出 

                                                     鹿嶋市長  錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 分 担 金 及 び 負 担 金 11

 1 負 担 金 11

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 18,503

 1 使 用 料 18,503

 3 繰 入 金 45,940

 1 他 会 計 繰 入 金 45,940

 4 繰 越 金 6,000

 1 繰 越 金 6,000

 5 諸 収 入 21

 1 雑 入 21

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 70,475

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 農 業 集 落 排 水 費 33,338

 1 総 務 管 理 費 33,338

 2 公 債 費 36,137

 1 公 債 費 36,137

 3 予 備 費 1,000

 1 予 備 費 1,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 70,475



鹿 嶋 市 墓 地 特 別 会 計 予 算

平 成 ２ ８ 年 度
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議案第８号 

 

平成２８年度鹿嶋市墓地特別会計予算 

 

 平成２８年度鹿嶋市墓地特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

  (歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１６,０８３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１０,０００千円と定める。 

 

 

平成２８年２月２６日提出 

                                       鹿嶋市長  錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 使 用 料 及 び 手 数 料 11,628

 1 使 用 料 11,626

 2 手 数 料 2

 2 繰 越 金 1

 1 繰 越 金 1

 3 繰 入 金 4,454

 1 他 会 計 繰 入 金 4,454

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 16,083

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 墓 園 費 2,824

 1 墓 園 費 2,824

 2 公 債 費 13,059

 1 公 債 費 13,059

 3 予 備 費 200

 1 予 備 費 200

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 16,083



鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算

平 成 ２ ８ 年 度
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議案第９号 

 

平成２８年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算 

 

 平成２８年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計の予算は，次に定めるところによる｡ 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ３３７,０００千円と定める｡ 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による｡ 

 

 

   平成２８年２月２６日提出 

                                          鹿嶋市長 錦 織 孝 一    
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第１表　歳入歳出予算

（歳　入） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 繰 替 金 収 入 337,000

 1 繰 替 金 収 入 337,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 337,000

（歳　出） （単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1 集 合 支 払 費 337,000

 1 集 合 支 払 費 337,000

　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 337,000



平 成 ２ ８ 年 度

鹿 嶋 市 水 道 事 業 会 計 予 算





議案第１０号

　（総則）

第１条　　平成２８年度鹿嶋市水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は，次のとおりとする。　

 (１) １６，０００ 戸
 (２) ４，９０９，２５０ ｍ3

 (３) １３，４５０ ｍ3

 (４)主要な建設改良工事   配水施設工事 １６５，０００ 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。　

 収　入　第１款　　事　業　収　益 １，３８８，８３０ 千円

１，３６２，０９８ 千円

２６，７３２ 千円

 支　出　第１款　　事　　業　　費 １，４２４，７３１ 千円

１，３４５，２２１ 千円

７４，５１０ 千円

５，０００ 千円

　（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１６９，５６７千

  円は，消費税及び地方消費税資本的収支調整額，過年度及び当年度分損益勘定留保資金にて補てんする。）。

   第１項　　営　業　費　用

   第２項　　営 業 外 収 益

   第１項　　営　業　収　益

　　　平成２８年度鹿嶋市水道事業会計予算

   第３項　　予　　備　　費

   第２項　　営 業 外 費 用

給 水 戸 数

年 間 総 給 水 量

一 日 平 均 給 水 量
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 収　入　第１款　　資 本 的 収 入 １２２，５８７ 千円

       第１項 ８０，０００ 千円

       第２項 １５，０００ 千円

       第３項 １９，８３３ 千円

　        第４項 ７，７５４ 千円

 支　出　第１款　　資 本 的 支 出 ２９２，１５４ 千円

　 　        第１項 １７０，９３８ 千円

　 　        第２項 １２１，２１６ 千円

　（企業債） 　

第５条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。　

起債の目的 配水施設整備事業及び老朽管更新事業

限　度　額

起債の方法 普通貸借

利　　　率  ４．０％以内　ただし，利率見直し方式で借り入れる資金について，利率の見直しを行った後

償還の方法

還若しくは低利に借換えすることができる。

　（一時借入金）

第６条　一時借入金の借入れの最高限度額は，１００，０００千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

(１) 営  業  費  用

(２)

については，当該見直し後の利率

のによる。ただし，企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，又は繰上償

政府資金については，その融資条件により，銀行その他の場合には，その債権者と協定するも

営 業 外 費 用

８０，０００千円

負 担 金

企 業 債

企 業 債 償 還 金

建 設 改 良 費

出 資 金

補 助 金



　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の

　金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

(１) 職 員 給 与 費　 ６１，１９８ 千円

(２) 交　　際　　費　 １００ 千円

(３) 賞与等引当金繰入額 ４，８９７ 千円

　（たな卸資産購入限度額）

第９条　たな卸資産の購入限度額は，１０，９３４千円と定める。

　

　  　 鹿嶋市長　錦　織　孝　一

　　　平成２８年２月２６日提出
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平 成 ２ ８ 年 度

鹿 嶋 市 大 野 区 域 水 道 事 業 会 計 予 算





議案第１１号

　（総則）

第１条　　平成２８年度鹿嶋市大野区域水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は，次のとおりとする。　

 (１) ３，９００ 戸
 (２) ６３３，６４０ ｍ3

 (３) １，７３６ ｍ3

 (４)   配水施設工事 １６４，２８６ 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。　

 収　入　第１款　　事　業　収　益 ３０６，３７０ 千円
１８１，４８２ 千円
１２４，８８８ 千円

 支　出　第１款　　事　　業　　費 ３４８，６６１ 千円
３０４，４２８ 千円
４３，２３３ 千円
１，０００ 千円

　（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１０４，８３１千

  円は，消費税及び地方消費税資本的収支調整額，及び過年度分損益勘定留保資金にて補てんする。）。

給 水 戸 数

年 間 総 給 水 量

一 日 平 均 給 水 量

　　　平成２８年度鹿嶋市大野区域水道事業会計予算

   第３項　　予　　備　　費

   第１項　　営　業　収　益

   第２項　　営 業 外 収 益

   第１項　　営　業　費　用

   第２項　　営 業 外 費 用

主要な建設改良工事
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 収　入　第１款　　資 本 的 収 入 １６２，７５４ 千円

       第１項 ６０，０００ 千円

       第２項 ５０，０００ 千円

       第３項 ５０，０００ 千円

　        第４項 ２，７５４ 千円

 支　出　第１款　　資 本 的 支 出 ２６７，５８５ 千円

　 　        第１項 １６８，２６１ 千円

　 　        第２項 ９９，３２４ 千円

　（企業債） 　

第５条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。　

起債の目的 配水施設整備事業  

限　度　額

起債の方法 普通貸借

利　　　率  

償還の方法

還若しくは低利に借換えすることができる。

　（一時借入金）

第６条　一時借入金の借入れの最高限度額は，１００，０００千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

(１) 営  業  費  用

(２)

６０，０００千円

については，当該見直し後の利率

政府資金については，その融資条件により，銀行その他の場合には，その債権者と協定するも

のによる。ただし，企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，又は繰上償

営 業 外 費 用

４．０％以内　ただし，利率見直し方式で借り入れる資金について，利率の見直しを行った後

企 業 債

負 担 金

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

出 資 金

補 助 金



　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

　に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

(１) 職 員 給 与 費　 ４，６７７ 千円

(２) 交　　際　　費　 ５０ 千円

(３) 賞与等引当金繰入額 ３２２ 千円

　（他会計からの補助金）

第９条　大野区域水道事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，６９，２４０千円である。　　　　　

　（たな卸資産購入限度額）

第１０条　たな卸資産の購入限度額は，２，００６千円と定める。

　

　　　平成２８年２月２６日提出

　　 鹿嶋市長　錦　織　孝　一 

第８条　次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額
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